
○
総
務
省
告
示
第
三
百
七
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
五
十
一
条
の
九
の
四
た
だ
し
書
の
規
定

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
無
線
局
及
び
周
波
数
の
幅
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

無

線

局

周

波

数

の

幅

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
に
規
定
す

当
該
無
線
局
の
無
線
設
備
が
同
時
に
発
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
波
の
周
波
数

る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
又
は
設
備
規
則
第
四

に
対
応
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
区
分
（
四
七
〇

を
超
え
七
一

MHz

十
九
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル

〇

以
下
の
周
波
数
を
六

幅
に
区
分
し
た
も
の
を
い
う

）
の
幅
を
合
わ
せ
た

。

MHz

MHz

特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局

周
波
数
帯
の
帯
域
幅
と
す
る
。



○
総
務
省
告
示
第
三
百
八
号

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
三
条
の
二
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
二
百
六
号
（
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
定
め
る
件
）

は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

(

）

表
面

第
号

納
付

受
託

者
検

査
職

員
証

明
書

こ
の

証
明

書
を

携
帯

す
る

職
員

は
電

波
法

第
条

の
２

第
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

検
査

を
､

103
37

｡

行
う

権
限

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る



所
属

氏
名

交
付

年
月

日

有
効

期
限

年
月

日

総
務

省
印

(

）

裏
面

電
波

法
抜

粋

第
条

の
２

第
項

総
務

大
臣

は
第

項
か

ら
前

項
ま

で
の

規
定

を
施

行
す

る
た

め
必

要
が

あ
103

37
27

､

る
と

認
め

る
と

き
は

そ
の

必
要

な
限

度
で

そ
の

職
員

に
納

付
受

託
者

の
事

務
所

に
立

ち
入

り
納

､
､

､
､

付
受

託
者

の
帳

簿
書

類
そ

の
作

成
又

は
保

存
に

代
え

て
電

磁
的

記
録

の
作

成
又

は
保

存
が

さ
れ

て

（



い
る

場
合

に
お

け
る

当
該

電
磁

的
記

録
を

含
む

そ
の

他
必

要
な

物
件

を
検

査
さ

せ
又

は
関

係
者

｡

）

､

｡

に
質

問
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

第
条

の
２

第
項

前
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

検
査

を
行

う
職

員
は

そ
の

身
分

を
示

す
証

明
書

103
38

､

｡
を

携
帯

し
か

つ
関

係
者

の
請

求
が

あ
る

と
き

は
こ

れ
を

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
､

､
､

｡

備
考

大
き

さ
は

縦
６

セ
ン

チ
メ

ト
ル

横
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セ
ン

チ
メ
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ル

と
す

る
､
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､
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